
令和８年度 Saiyu Scholarship募集要項 

 

１．趣旨 

本奨学金は、長崎大学西遊基金修学支援事業基金により、学業に優れた本学学生が経済的困窮を

理由に進学を断念することなく、引き続き本学大学院において学修及び研究に取り組むことができ

るよう支援することを目的とします。 

 

２．奨学金の特徴 

(1) 本奨学金は給付型であり、原則返還の義務はありません。 

(2) 本奨学金採用者には、西遊基金の広報活動に協力していただきます。 

(3) 他団体の奨学金との併給も可能です。（注１） 

 

３．応募資格 

次のすべてに該当する者とします。 

(1) 本学学部に正規生として在籍し、令和９年度に本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専

門職学位課程（以下「修士課程等」という。）に進学を希望する者 

(2) 家計基準 

（日本人）本人及び家計支持者（父母又はこれに代わって生計を維持する者）の１年間の総所得

金額が住民税非課税（注２）である者 

（留学生）家計評価額が、本学独自の授業料免除制度における適格（全額免除相当）（注３）で

ある者 

(3) 学業成績が優秀である者 

(4) 西遊基金の広報活動に協力できる者 

 

４．採用予定人数 

１１名以内（注４） 

 

５．奨学金の額及び給付方法 

(1) 給付額   年額 ６００，０００円（月額 ５０,０００円） 

(2) 給付期間  １年間 

(3) 給付方法  原則として毎月、本人名義の口座に振り込みます。 

 

（注 1）他団体側の奨学金が併給可能かはご自身で確認してください。 

（注２）学生本人及び家計支持者（父母がいる場合は原則として父母２名）の所得証明書等（取得可能な

最新の年度のもの）により、全員の市区町村民税所得割額が０円であることの確認を行います。 

（注３）授業料免除結果は予算額等により決定されるため、本奨学金の申請資格を満たしていても、全額

免除になるとは限りません。 

（注４）日本人及び留学生の採用枠は、当該年度の修士課程等における在籍比率に基づき決定します。 

  



６．申請方法・期限 

 以下の（1）および（2）の手続を、各期限までに実施してください。なお、期限後の申請・提出

は認められません【 期限厳守 】。 

 

(1) 以下 Formsから、申請を行う。【申請期間：令和８年４月１３日（月）～４月３０日（木） 】  

【Forms】 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gep7LaFPW0qvZ6_-

yDjIPnSr6krO7ElPhBRLW8arpQhUMjhSTTlVRTc1TEoyNlZJSUJTSzc1WVVQNCQlQCN0PWcu 

 

(2)以下書類を学生支援センター窓口へ提出する。【提出期限：令和８年５月１５日（金）】 

（日本人）学生本人及び家計支持者の所得証明書（最新年度のもの） 

（留学生）収入に関する証明書類一式 （注５）（注６） 

 

７．選考及び決定 

学生委員会において学業成績に基づき審査を行い、奨学生を決定します。ただし、奨学生として決

定された者が本学研究科に入学しなかった場合は、奨学生資格を取り消します。 

 

８．給付の終了又は停止 

次のいずれかに該当した場合は、奨学金の給付を終了することがあります。また、休学した場合

は、当該休学期間中の奨学金の給付を停止します。 

(1) 死亡した場合 

(2) 退学した場合 

(3) 懲戒処分を受けた場合 

(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められた場合 

(5) 学業の成績又は性行が著しく不良となったと認められた場合 

(6) 本奨学金の給付を受けることを辞退した場合 

(7) その他奨学生として不適当と認められた場合 

 

 

 

 

 

 

（注５）収入に関する証明書類は、令和８年度前期の（大学独自）授業料免除に申請しなかった者の

み、提出が必要です。（授業料免除に申請済みの者は、提出の必要はありません。） 

（注６）収入に関する証明書類の様式は、以下リンクからダウンロードしてください。 

https://nudrive.nagasaki-u.ac.jp/public/fvpywLfKf_dpjUdkhWWx1kEcLThIjPdlnpP5GAnmL3Kr 

※ログインパスワード：saiyu2026 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gep7LaFPW0qvZ6_-yDjIPnSr6krO7ElPhBRLW8arpQhUMjhSTTlVRTc1TEoyNlZJSUJTSzc1WVVQNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gep7LaFPW0qvZ6_-yDjIPnSr6krO7ElPhBRLW8arpQhUMjhSTTlVRTc1TEoyNlZJSUJTSzc1WVVQNCQlQCN0PWcu
https://nudrive.nagasaki-u.ac.jp/public/fvpywLfKf_dpjUdkhWWx1kEcLThIjPdlnpP5GAnmL3Kr


９．奨学金の返還 

前項(2)、(3)、(5)、(6)又は(7)の事由により給付を終了した場合は、奨学金の全部又は一部の返

還を求める場合があります。奨学金の返還を求められたときは，返還事由が生じた日の属する月の

翌月から起算して４年以内に，返還を求められた額を一括又は年賦で返還する必要があります。 

 

１０．問い合わせ先 

〒852-8521 長崎市文教町 1-14  

長崎大学学生支援センター 奨学金担当 

TEL：095-819-2104 

8時 45分～17時 30分（土日祝除く） 


